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　困った時は助け合って！
新潟県中越の被災者の方！
さいたま市にお越し下さいネ。

★中越地震の被災者の方へ善意の声
★賃貸のお部屋は管理が一番！
★売買契約の役所調査

今月の『トピックス』

人生＝住まい＝夢

 

 

 

 

 

 

 

●私たちの「不動産に関わる仕事
　への熱意」　をおすそ分けです。
　頑張っている姿をご覧下さいネ！
　　　　　　編集長：中野　佳代子

中野佳代子

有限会社マンションセンターさいたま

さいたま市西区宝来１６５６－２０

TEL 0120-241-060 FAX 048-621-1301

http://www.mansionc.com/saitama/

埼玉県知事（１）19667号
〒331-0074

mail  mcs@mansionc.com
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ようになっているんだから」と言われました
。そうは言われても、地震は怖いです。１階
にいても大きな揺れを感じたのですから、マ
ンションなどに住んでいる人は大変だったで
しょうね。役員の無事も確認できてヤレヤレ
です。

　家主様からメールを頂きました。
「新潟の地震では、家を失った人たちが避難
生活をよぎなくされていますが、埼玉市に親
戚縁者がいる被災者も多数いることと思いま
す。私が所有しているアパートで、すぐ入居
できる部屋が３室あり、すぐ被災者を収容す
ることが出来ます。マンションセンターさい
たま殿から救援センターに避難所登録のよう
なことは可能でしょうか？」

　すぐにお返事を出しました。
私たちは「不動産の仕事を通じて、人のお役
に立ちたい」と考えながら、日々の仕事をこ
なしています。
　インターネットで探してみました。長岡の
宅建協会が住宅の提供をするため、不動産会
社に連絡を取っていました。他県となると管
轄外だそうです。そこで長岡市役所の災害対
策本部を教えて頂きました。連絡を取ると、
避難所に掲示して物件を紹介をして下さるそ
うです。

★中越地震の被災者の方へ善意の声
　１０月２３日夕方、突然大きな揺れを感じ
「地震だわ！」と思い、慌てて事務所の外に
飛び出ました。
　少々の地震ではビクともしないのですが、
グラグラという揺れなので、建物が壊れると
大変だと、外に出ました。電線などが揺れて
います。歩いている人も立ち止まりました。
　やっと落ち着いたと思ったら、続けて二度
も地震が起こり、事務所に一人でいた私は、
本当に怖かったです。でもさいたま市は震度
４で、被害はあまり無かったようでした。

　携帯電話を使おうと思ったら、電話がかか
りません。
携帯メールが来ました。「地震は大丈夫？」
と身内からのものでした。でも電話はかかり
ません。
　会社の電話は使えましたので連絡を取る事
が出来ました。新潟では相当な被害が出てい
て、新幹線が脱線していると聞きました。

「まさか・・・」と思い、新潟出身の当社の
役員に携帯電話をしてみました。電話がかか
りません。
・・・という事は、新潟に行っているのかし
ら？
　家族の方に電話を掛けますと、やはり「今
日から新潟に出かけました」との事です。震
源地とは少し離れているとは言われていまし
たが、連絡が全く取れないという事は、とて
も不安です。

　台風に続き地震です。日本列島はどうなっ
ているのでしょうか？
お客様と電話を掛けているときに二度目の地
震が来ましたので「大変だわ」と言いますと
「大丈夫大丈夫、９年に一度は地震が起こる

 

★最新式賃貸契約の申し込み！
★年を取ってこんな苦労を・・・
《ご感想をお聞かせ下さい！》

 

 
 

  

こんな事もしているの？
為になるお話、盛りだくさんです！

 

  

山車が１２台集合して
叩き合いをします

★久しぶりにママさんバレー
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　貸マンション持っておられる家主様が来ら
れて、「３つも空室になってしまったので、
どうしましょう？」とご相談を受けました。
当社でも今まで１室分のカギをお預かりして
いたのですが、他の不動産会社との付き合い
が長いと言うことで、２つの不動産会社に掛
け持ち依頼をしておられました。

　不動産会社にとって、掛け持ち依頼をされ
ていると、どうしても力を入れて広告しなく
なってしまいます。
　お客様をご紹介する時も、家主様への確認
が必要になりますし、せっかく広告をしてい
ても、他社さんで契約されると、無駄な費用
となってしまいますので、専任で受けている
物件からお客様に勧めて行きます。

　専任よりより一層力を入れるのが「管理」
です。管理は家主様にとって、とてもメリッ
トがあるシステムです。わずかな管理料で、
家賃の滞納保証も受けられるのです。何かク
レームが発生しても、わざわざ遠い所から飛
んでこなくても良いのです。
　私たちが家主様に代わって、すべて動きま
す。敷金の清算や修理の手配もします。

　中には修理の手配もご自分で手配するのが
普通だと考えておられたり、費用が安い方が
良いと思っている家主様も多いです。
　賃貸を借りる方の立場にとっては、修理や
トラブル処理について、不動産会社がすべて
解っている方が安心されます。家主様に確認
しながら、また入居時の様子が不明な場合が
多かったり、キレイにリフォームされていな
かったりしますと、敷金清算でトラブルが多
くなります。
　修理から募集・更新など、たくさんの煩わ
しい作業を不動産会社にすべて任せていただ
くと、他の物件に優先してより幅広い広告に
お金を掛けて取り組む事が出来ます。

　お部屋が決まらないと言うことで、あちこ
ちの不動産会社に依頼する家主様が増えてい
るようですが、指扇で一番物件を多く取り扱
い、インターネット・他業者と情報交換をし
ているマンションセンターさいたまに管理を
ご依頼頂くと、それはもう力を入れて頑張り
ます。
　家主様とお話した結果、管理委託契約書を
結ぶ事になりました。間もなく空室の３室の
うち、２室が契約予定となりました。
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★マンションで携帯が使えない？

　またボランティアのグループに連絡を取り
ました。やはり住宅の事は新潟県がとりまと
めているのだそうです。新潟県福祉課からＦ
ＡＸで連絡を頂きました。
「居住スペース提供希望申込書」という書類
が送られてきました。家賃が必要なものは登
録不可となっています。

　家主様は当然、無料で使用して頂きたいと
希望しています。
　敷金礼金ナシ、家賃不要です。もちろん仲
介手数料も頂きません。但し、水道高熱費は
お支払い頂く事にしました。住宅総合保険や
退去時のクリーニング代はお願いする事にな
ります。
　１Ｒアパートですが、エアコン・照明・ミ
ニ冷蔵庫・バストイレ別・ウオシュレット・
洗濯機・カーテンが付いています。ご希望で
あればテレビやレンジを付ける事も出来ます
。
　ヤマト運輸のメール便で、印刷した物件資
料を送ることにしました。すると、「交通の
便が悪くなっているので、長岡にはいつ届く
か解らない」と言われました。
　新潟県庁には早めに届けられるそうです。
早くお問い合わせがあり、気持ちを切り替え
て、「さいたま市で暮らしたい」と言ってく
れる希望者が現れると良いのですが。。。

　マンションセンターさいたまでは、「被災
者の方に賃貸物件の無料提供を希望される家
主様」からのご連絡をお待ちしています。
これは大変難しい事ですが、もし自分が困っ
た時は・・・と考えると、何か行動しなけれ
ば気持ちが収まりません。

　不動産の仕事は「人が生きていく上で一番
大切な衣食住のうちの住」に関わる重要な部
分を担当しています。私たちの仕事が、どな
たか困られた方の力になれたら、そして励ま
して一日でも早く未来を築けるように頑張っ
て頂きたい、と考えています。

　家主様の中で「賃貸物件の無償利用提供を
しても構わない」という方がおられましたら
今すぐマンションセンターさいたまにお電話
　　　　　　　　　　　　下さい！
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　０１２０－
　　　　　　　　　　　　　２４１－０６０

　　　　　　　　　　　　　中越の皆さん
　　　　　　　　　　　　　ご連絡をお待ち
　　　　　　　　　　　　　しています！

 

大切な家族の安全を守りましょう！

★営業マンに必要な能力は！

 

★賃貸のお部屋は管理が一番！
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★売買契約の役所調査

 

 

 

 

 

 

 

   管理物件は賃貸の入居申し込みを受けるとき
に「賃貸保証会社」の審査を受けてから、契約
へと進めています。借主が家賃が滞納した時に
、保証会社が借主に代わって、家賃を立て替え
て支払うシステムです。

　ある物件で今回、初めて事故扱いとなり、支
払いをお願いすることになりました。
半月家賃が遅れたのですが、１００％家賃を支
払ってくれることになったのです。
同じ法人の借主が、３室分借りていましたので
、金額が大きいので、本当に助かります。
管理物件でしたので、すでに当社は家主様に立
て替えて支払ってしますので、これで損害が無
くなりました。

　家賃立替保証をお客様にご説明はしてきたも
のの、実際に入金されるとなると、家主様にと
って本当に良いシステムだと思いました。家賃
の督促は本当に大変ですから。

　借主様が契約の時に、借主負担で保証料を支
払います。家賃を滞納すると、保証会社が家主
様に家賃を立替支払いし、後で借主や保証人に
損害金や費用も含めて、取立てが始まります。
事故扱いとなりますと、その経過が信用調査機
関に残ってしまい、あとでどこかを契約する時
も、入居自体拒否されてしまいます。

　家賃を真面目に支払わないと、一生の問題に
発展しかねません。
　世の中の経済状態はまだまだ不安定です。現
在問題なく家賃を支払っている人も、明日以降
どうなってしまうのか、いつまで大丈夫なのか
何の保証がありません。
　賃貸保証会社を通じて契約する、当社の管理
システムだと、家主様も安心です。

　保証会社は家賃の立替以外に、明け渡しまで
してくれますので、今までは「訴訟を起こして
強制明渡しまで、次の人に貸せないので家賃が
入らない」という問題がすべて解消されます。
ご希望の方に詳しい資料を差し上げています。
 

 

  
  
　中古住宅の購入申し込みを他の不動産会社さ
んから頂き、その翌日に契約することになりま
した。
　売買契約に必要な書類を準備するため、走り
回りました。資料化にする時にある程度のもの
は揃えていたのですが、契約には新しい登記簿
謄本が必要です。
　
　水道は公営と解っているのですが、契約とな
ると配管の太さも調査しなければなりません。
水道部が遠いということもあり、出かけて図面
を頂くことにしました。

　法務局で謄本をとり、水道部へ向かおうとし
た時、雨のせいで道が混んでいます。
１２時を過ぎると休憩に入っていまうことは解
っていたのですが、１０分過ぎて到着しました
。
　事務所の前には「１２時から１３時までは機
械を止めています」と書かれていて、職員さん
が食事をしたりソファーで横になって新聞を読
んだりしています。

　そばを通った方に「図面が取れないんですか
？急いでいるし、雨で道が混んでいたし、遠い
ところを出かけて来たので困るんです。なんと
かなりませんか？」とお願いしてみました。
　最初は渋っていましたが「お金を置いて行く
ので、１３時になったらファックスして下さい
」と言いますと、「なんとか頼んであげるよ」
と言って下さって、しばらく待たされましたが
、ちゃんとコピーを貰うことが出来ました。

　公務員さんはきちんとお昼の休憩を取ってい
るのですね。でも、交代で食事をとってサービ
ス向上を図る所も増えてきましたヨ！
　さいたま市は大宮・浦和・与野市が合併して
、大宮にあった水道部が浦和に集中しました。
何かあると遠いところに出かけないといけませ
ん。区役所でも取れるようにしてくれるといい
のですが。

　時間的にぎりぎりでしたが、資料も揃い、契
約書も完成して無事に売買の契約することが出
来ました。
　買主様担当の不動産会社の営業マンは「宅建
の資格」を持っていません。
　お客様は資格を持っている人に相談しないと
、不安ですよね。家は売ればいいって言うもの
では無いですから。書類に目を通していても営
業マンはあまり解っていないように感じました
が、どうでしょうか。
 
  

 

 

 

ウオークインクローゼット

 

 

★市街化調整区域の調査！

★敬老の日のカラオケ大会！
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★最新式賃貸契約の申し込み！

 

 

 

 

 

 

   賃貸物件をお探しのお客様に、物件を３件ご
案内しました。
　その中でお申し込みをされたのは「敷金礼金
ゼロという最新式の契約形態」のものでした。
「西区の物件であれば、他社さんのもすべてご
紹介出来ます」とお話していましたら、「この
物件はわかりますか？」と聞かれましたので、
すぐに管理会社さんに問い合わせをした所、ま
だ２室募集中だとの事です。

「インターネットを見たら、不思議な事に、同
じ物のはずなのに家賃や敷金が違うんです。ど
うなっているのですか？」とご質問されたので
「お客様が敷金礼金付きか、それらを家賃に上
乗せした、入居時の契約金が安いものか、どち
らかを選択出来るシステムです」とお話すると
、敷金礼金ナシの形態でお申し込みをされるこ
とになりました。

　管理会社の担当者の方に申し込みますと「特
約がありますので、確認をして下さい」と言わ
れました。
　家賃が５万円、敷金２ヶ月・礼金１ヶ月の賃
貸物件が、家賃５．７万円、敷金礼金ナシです
。契約後１年以内に解約しますと、退去時にペ
ナルティとして、２か月分の違約金を支払わな
ければいけません。
２年以内の場合は１か月分です。

　長く暮らすなら毎月の家賃が安いほうが良い
のです。短ければ入居時の契約金が少ないほう
が良いのですが、ペナルティを考えると、非常
に悩むところです。
　しかし物件が新築という事もあり、契約金が
安いと入居しやすいということもあり、早速お
申し込みをされました。保証人が不要のシステ
ムです。

　契約形態や敷金精算の形にたくさんの方法が
出てきました。お客様が納得してご契約出来る
よう、私たちも常に勉強が必要です。

 

  ７５歳の女性が「生活保護を受けて、賃貸物
件を借りたい」と言われましたので、設備の整
った安いマンションをご案内しました。気に入
られたので、契約書を作成し、区役所に出す書
類をお渡ししました。
・・・すると、「区役所の人から、別の地域で
探しなさい。と言われたの」と訴えて来られま
した。区役所の人から言われた条件の物件を探
したのに、それではダメだと言われたのです。

　この女性は６５歳まで働いて、ご主人は女性
問題が大変で、若い時からたくさん苦労をされ
たそうです。一人息子はあまり真面目に仕事を
せず借金を重ね、母親に冷たく当たるのです。
息子さんも身体を悪くして、やはり生活保護を
受けています。ところが母親が役所から受け取
るお金はすべて息子が奪い、母親はお金を持ち
ません。

　女性は持っていたお金で息子の借金を返し、
僅かな生活費もすべて取り上げられています。
知り合いや親戚にも少しづつお金を借りて、水
道光熱費を払っています。
　お聞きしていると、本人は優しさのつもりで
息子に接していたそうですが、きちんとした子
育てが出来ていません。もう４０歳を超えてい
る息子は、親孝行どころか、母親に迷惑ばかり
掛けています。

　独立して一人で生活できるように役所が動い
た訳ですが、「こんな息子から逃げるために、
もっと遠方で物件を探したほうが良い」と言わ
れたのです。
　女性は２０年以上指扇で暮らし、通っている
病院も知り合いの友人も指扇です。
新たな土地で７５歳の女性が、お金も無くてど
のように生きていけばいいのでしょうか？
　本人よりも、このだらしが無い息子をなんと
かする方法は無いのでしょうか？
仕事を超えて、区役所の担当者に電話を掛けま
した。担当者は「規則に従ってお金を出します
」と言われましたが、「困った人を助けるのが
福祉でしょう」と言い返しました。

「不動産会社がどうしてそこまで口を出すのか
」と聞かれましたが「そんな人間がいないとち
っとも日本は良くなりません。役所仕事をして
いたらダメ！総合的に把握して、解決出来る責
任者はいないの？」と話しましたが・・・。
　市役所の職員さん、市民の納めた税金は、市
民の要望に応じた使い方をして下さい！
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★年を取ってこんな苦労を・・・
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